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報道関係者 各位 

デング熱患者発生および海外渡航者向け注意喚起について 

令和６年４月下旬に那覇市内医療機関からデング熱患者の届出がありました。那覇市内では今年

初めての発生となります。調査の結果、海外渡航歴があり、輸入症例と推定されました。全国では今

年に入り４月21日までに47例が報告されており、県内でもすでに１例が報告されています。 

当所が実施した積極的疫学調査の結果、市内でデング熱の感染が拡大するリスクは低いと判断し

ておりますが、市民の皆さまには、「蚊に刺されない」「蚊をふやさない」の対策の徹底をお願いし

ます。また、海外渡航時にも、蚊に刺されないよう注意してください。 

 

１. 患者概要 

本事例の患者の経過は次のとおり。 

３月～４月下旬 東南アジアへ渡航。帰国後、蚊刺咬歴なし。 

帰国後２日目  40℃の発熱が出現。 

帰国後３日目  市内医療機関を受診。新型コロナウイルス及びインフルエンザは陰性。 

帰国後５日目  症状（発熱、発疹、関節痛等）が持続し、市内医療機関を再受診。 

那覇市保健所で実施したデング熱検査で陽性、デング熱と診断。 

帰国後６日目  解熱し、症状緩和。自宅療養されている。 

 

２. デング熱患者の発生状況 

＊令和６年４月21日（第16週）時点 

年 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

全 国 47＊ 176 98 ８ 45 461 201 

沖縄県 １＊ １ ４ ０ ０ 10 ０ 

那覇市 ０＊ ０ ２ ０ ０ ３ ０ 

 

３. デング熱について（感染症法による分類：４類感染症） 

（１）感染経路 

デングウイルスを持っているネッタイシマカやヒトスジシマカ（ヤブ蚊）などの蚊に刺される

ことで感染します。ヒトからヒトへの感染はなく、ヒト→蚊→ヒトで感染します。性行為による感

染は、稀であると考えられています。 

（２）症状 

２～14日（通常３～７日）の潜伏期間の後、突然の発熱で発症し、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛

が現れます。発症後、３～４日後から胸部・体幹から発疹が出現し、全身に広がります。通常、症

状は１週間程度で改善し、後遺症なく回復します。 

まれに重症化して、早期に適切な治療が行わなければ死に至ることがあります。インフルエン

ザと比べると致死率がかなり低い病気です。 
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（３）治療 

  デング熱に対する特別な治療法はありません。デング熱が疑われる症状がある場合は安静にし、

水分補給をし、医師の診断を受ける必要があります。症状やその他の状況に応じて、自宅療養、入

院治療、救急搬送が必要になります。 

（４）世界の流行地域 

  熱帯や亜熱帯の全域で流行しており、東南アジア、南アジア、中南米で患者の報告が多く、その

他、アフリカ、オーストラリア、南太平洋の島でも発生があります。日本でも輸入症例だけでなく

国内発生例も報告されましたので、国内でも注意が必要です。 

 

４. 市民の皆さまへ ～蚊対策について～ 

（１）蚊の幼虫（ボウフラ）は比較的小さい容器に発生します。蚊の発生を減らすために、定期的に

幼虫が発生しそうな周辺（植木鉢の受け皿、雨除けのブルーシートや古タイヤに溜まった水た

まり、雨ざらしの雨具、屋外に放置された空きビン・缶・ペットボトル、詰まった排水溝など）

の水たまりの除去・清掃をしましょう。 

（２）やぶや草むらの下草を刈るなど、蚊が潜む場所をなくしましょう。 

（３）蚊がいそうな場所に行くときは、肌の露出が少ない服装を心がけ、虫除けスプレーを使用する

など、蚊に刺されないように注意しましょう。 

 

５. 海外へ渡航される方へ 

（１）デング熱の流行地に渡航する場合は、現地で蚊に刺されないように注意しましょう。 

（２）海外からの帰国者は、体調に異常がある場合は、到着した空港等の検疫ブースで検疫官に申し

出てください。帰国後に症状が認められた場合は、医療機関を受診し、海外への渡航歴を告げて

ください。 

（３）国内でのウイルス拡散防止のため、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも２週間程度

は、虫除けスプレー等を使用するなどして、蚊に刺されないための対策を行ってください。 

 

６. 相談先 

（１）那覇市民・那覇市関係者の皆さま 

  デング熱に関することや蚊の防御に関すること 

  那覇市保健所保健総務課 TEL：０９８－８５３－７９７２（平日 8：30～17：15） 

（２）那覇市民以外の皆さま 

  「デング熱」や「感染予防対策」に関することは最寄りの保健所へ、「蚊の駆除」に関すること

はお住まいの市町村にご相談ください。 

 

７. デング熱に関する情報 

○ 那覇市保健所 デング熱について 

https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/kansensyou/kansensyoubetu/denguefever.html 

○ 厚生労働省 デング熱について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131101.html 

○ 厚生労働省検疫所FORTH デング熱 

  https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name33.html 

○ 厚生労働省検疫所FORTH 海外へ渡航される皆さまへ！ 

  https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html 

なお、本件については、患者様のプライバシー保護の観点から、ご配慮ある対応、ご協力をお願い申し上げます。 
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